
従業員の奨学金返還を支援する企業を
県と 11市町※が支援！

静岡県内に本店等を有する中小企業様向け

R8.５.1 現在

①中小企業等経営強化法第２条第２項に規定する中小企業者等

（例）製造業➡資本金の額３億円以下又は従業員数 300 人以下

社会福祉法人➡従業員数 2,000 人以下

②静岡県内に本社又は主たる事務所を有する者

③県と連携する市町内(裏面を参照)に事務所を有する者

以下の企業が対象となります！（要件抜粋）

詳しくは県 HP をご覧ください ▷

・１社当たり何人でも申請可能
・１人あたり

最大８万円/年度

×採用年度から最大５か年度＝

最大４０万円を補助

導入のメリット

① 福利厚生としてＰＲ ➡ 若者の人材確保・定着に繋がる
② 若者の奨学金返還の負担が社会的問題 ➡ 企業イメージ向上

補助金の概要

中小企業等が従業員に支援した奨学金返還のための手当等
又は代理返還した額の２/３以内を補助
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東部 伊東市、裾野市、伊豆市、長泉町 中部 島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、吉田町 西部 袋井市、菊川市



県と連携する市町

※交付申請書類は、各市町のホームページ等を御覧ください。

東 部 伊東市、裾野市、伊豆市、長泉町

中 部 島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、吉田町

西 部 袋井市、菊川市

対象従業員の主な要件

① 県と連携する市町の補助金交付要綱施行日以降、かつ、対象企業が奨学金返還支援制度を導

入した日、以降に採用され、連携市町内の事務所に勤務している雇用期間の定めのない従業

員（試用期間を含む）

② 対象企業から支援を受ける日の属する年度の３月31日において、35歳以下

③ 雇用日の属する年度の初日から５年を経過した者でないこと

④ 他の自治体の返還支援を受けていないこと

⑤ 【伊東市、裾野市、伊豆市のみ】自市町内に居住すること

対象となる奨学金

l 日本学生支援機構（JASSO、旧日本育英会）の奨学金のほか、地方公共団体、大学、企

業等が貸与する奨学金

※ 特定の職種へ就職した場合や特定の地域に居住した場合に返還が免除

されるものは除く。

申請の流れ

l 就業規則や社内規程で奨学金返還支援を整備①

l 採用後、手当等の支給前までに、事務所の所在する市町に補助金を申請②③

l 採用年度の次年度以降は、③～⑨の繰り返し

静岡県・市町・中小企業等と連携した奨学金返還支援制度

問い合わせ先

☆対象要件、申請手続きについて
☆制度について

静岡県産業人材課

雇用対策班

静岡県静岡市葵区追手町９-６

054-221-2825

静岡県中小企業等

奨学金返還支援制度


